
令和７年１０月８日

質問書等への回答について

内灘町都市整備部企画振興課

内灘町コミュニティバスロケーションシステム導入業務・公募型プロポーザルについて、

質問受付期限までに提出のあった質問書等への回答について、下記のとおりといたします。

記

質問書等への回答

１．予備車は固定になるか。車種が同一なだけで、必要なときに空いている車両を使用す

る形か。

（仕様書 ３．運行概要 （３）車両）

（回答） 予備車は固定となります。車両の修理や検査、または事故などの突発的な事

象に対し、応急的に使用いたします。

２．「負担を軽減するための支援機能」とありますが、カメラによる自動カウントや、カ

ウント用アプリを用意する等、何か想定している方法はあるか。また、逆にこれはふさ

わしくないと考える方法はあるか。

（仕様書 ５．システムの仕様の概要 ２．乗降人数データ収集システム）

（回答） カメラによる自動カウントは想定しておらず、カウント用アプリを用いた

乗務員の手動によるカウントを想定しております。ここでいう「負担を軽減す

るための支援機能」とは、「乗務中でも手動によるカウントがしやすい機能」

を意味しております。

３．それぞれの車両のドア数はいくつか。

（仕様書 ３．運行概要 （３）車両）

（回答） ア 日野ポンチョ・ショート車両 １枚

日野ポンチョ・ロング車両 ２枚

イ トヨタコースター車両 １枚

トヨタハイエースコミューター車両 １枚

日野レインボーⅡ車両 ２枚（後方ドアは使用しない）



以上

４．バス車載器及び乗降人数データ収集システムにかかる機器の設置については、受託者

側が行うものか。その場合、施工及び現地対応にかかる費用も含めて参考見積もりを提

出すべきか。

（仕様書 ４．業務内容）

（回答） 機器の設置及びこれに係る施工や現地対応について、バス車両における電

源の確保など、コミュニティバス運行事業者が対応可能な作業への現地対応

は不要ですので、参考見積もりに計上する必要はありません。

５．提出すべき書類に登記事項証明書（商業・法人登記）が無いが、提出は不要か。

（実施要領 ６．参加手続き等）

（回答） 公開した実施要領には、登記事項証明書の提出について記載はありません

が、「実施要領 ４．スケジュール 提案書等の提出期限」までに、登記事項

証明書の写しを提出いただきますよう、お願いいたします。


